
令和元年第 12 回南島原市教育委員会定例会

日時 令和元年 12 月 2 5日 (水) 午後 2時
場所 南有馬庁舎 2階会議室

議事日程

第 1 開会

第 2 前回会議録の承認

第 3 会議録署名人の指名

第4 教育長報告

第 5 議案審議
議案第51号 南島原市議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部を改正す

る条例について
議案第52号 南島原市立学校設置条例の一部を改正する条例について
議案第53号 南島原市立幼稚園一時預かり保育料徴収条例を廃止する条例について
議案第54号 南島原市立小・中学校処務規則の一部を改正する規則について
議案第55号 南島原市歴史民俗資料館条例施行規則の一部を改正する規則について

第 6 その他
(1) 次回教育委員会定例会の開催について
(2) その他

第 7 閉会



令和元年第 12 回南島原市教育委員会定例会教育長報告

○令和元年 11 月の諸会議並びに諸行事

25日(月 )9:00 第 9回南島原市長杯ゲートボール大会(西有家町新港付近公園)
14:00令和元年度第 11 回教育委員会定例会 (南有馬庁舎)

27日(水 )13:00学校訪問(ロ之津小学校)
13:30部局長会議 (西有家庁舎)

○令和元年 12 月の諸会議並びに諸行事

1 日 (日 )8:30 井上杯ジュニアバレーボール大会 (有家中学校)
13:00 花柳流 ・三美会チャリティーショー (カムス)

2 日 (月 )13:30 民生委員児童委員委嘱状伝達式 (コレジヨホール)

3 日(火 )10:00市議会 (開会、議案上程、提案理由説明)(有家庁舎)
5 日 (木 )10:00 市議会 (一般質問)~12 月 6 日(有家庁舎)
8 日 (日 )13:00 第 2 9回島原半島コーラス交歓会 (ロ之津公民館)

9 日(月 )10:00市議会 (議案質疑・委員会付託・特別委員会設置)(有家庁舎)
10日(火 )10:00口加高校及び島原期南高校バス代補助要望に関する協議・意見交換

(南有馬庁舎)
11日(水 )10:00市議会 (文教厚生委員会)(有家庁舎)
15日(日)14:00地域の力を考える集い(口之津公民館)
19日(木 )10:00部局長・支所長会議 (西有家庁舎)
20日(金 )10:00市議会 (閉会、委員長報告、採決)(有家庁舎)

18:30南島原市 PTA 連合会受賞祝賀会 (マーキーズ)

3:30令和元年度第 3回南島原市中学校吹奏楽部合日
ル)

22日 (日)13:30令和元年度第 3回南島原市中学校吹奏楽部合同演奏会 (コレジヨホ
ル)

23日(月 )16:30令和元年度定期監査及び行政監査結果報告 (西有家庁舎)



議案第 51 号

南島原市議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部を改正する条
例について

提案理由

現在の南島原市立北有馬幼稚園を令和 2年 3月 31 日をもって廃止するため、所要
の改正を行うもの。

令和元年 12 月 2 5日提出

南島原市教育委員会
教育長 永田 良二



南島原市議会の議決に付すべき公の施錆捌こ関する条例の一部を改正する条例

南島原市議会の議決に付すべき公の施錆湖こ関する条例 (平成18年南島原市条例第51号)の

一部を次のように改正する。

第 2条第 1号中「、中学宅交及び幼稚園」を「及び中学校」に改める。

附 則
この条例は、令和 2年 4月 1日から施行する。
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南島原市議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表

新 旧

(普通議決)
第 2条 次の各号に掲げる公の施設について、 1年を超える期間にわた

り独占的な利用をさせようとするときは、地方自治法 (昭和22年法律

第67号。以下「法」という。) 第96条第 1項第 11号の規定により議会の

議決を経なければならない。

(1) 小学校及び中学校 (これらに附属するプールを含む。)

(2)~(4) (略)

(普通議決)

第 2条 次の各号に掲げる公の施設について、 1年を超える期間にわた

り独占的な利用をさせようとするときは、地方自治法 (昭和22年法律

第67号。以下「法」という。) 第96条第 1項第 11号の規定により議会の

議決を経なければならない。

(1) 小学校、中学校及び幼稚園 (これらに附属するプールを含む。)

(2)~(4) (略)
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○南島原市議会の議決に付すべき公の施錠捌こ関する条例
平成18年 3月31日条例第51号

南島原市議会の議決に付すべき公の施編捌こ関する条例
G趣旨)

第 1条 南島原市の公の施旋設のうち、その廃止又は長期かつ独占的な利用をさせることについ
て議会の議決を経なければならないものに関しては、この条例の定めるところによる。

(普通議決)
第2条 次の各号に掲げる公の施砺没について、1年を超える期間にわたり独占的な利用をさせ
ようとするときは、地方自治法 (昭和22仝肉封律第67号。以下「法」という。)第96条第 1項
第11号の規定により議会の議決を経なければならない。
(1) 小学校及び中学校 にれらに附属するプールを含む。)
(2) 公民館
(3) 火葬場
(4) 体育施編設
　　　　　　　

第3条 次に掲げる公の施編設について、これを廃止又は1年を超える期間にわたり独占的な利
用をさせようとするときは、法第244条の2第 2項の規定により議会において出席議員の3
分の2以上の者の同意を得なければならない。
(1) 水道施錆没
(2) 下水道施錆設

附 則
この条例は、平成18年 3月31日から施行する。
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議案第 5 2号

南島原市立学校設置条例の一部を改正する条例について

提案理由

南島原市立北有馬幼稚園を令和 2年 3月 31 日をもって廃止するため、所要の改正
を行うもの。

令和元年 12 月 2 5日提出

南島原市教育委員会
教育長 永田 良二



南島原市立学校館端書条例の÷部を改正する条例

南島原市立学校館設置条例 (平成18年南島原市条例第71号)の÷音Bを次のように改正する。

第 1条中「、中学宅交及び幼稚園」を「及び中学校」に改める。

第 4条を削る。

第5条中「、中学校及び幼稚園」を「及び中学校」に改め、同条を第4条とする。

別表第 3を削る。

附 則
この条例は、令和 2年4月 1日から施行する。
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南島原市立学校設置条例の一部を改正する条例 新旧対照表
新 旧

(設置)
第 1条 南島原市は、学校教育法 (昭和22全戸だ獅律第26号)第 2条第 1;項の規定に基
づき、同法第 1条に定める小学校及び中学校を設細畳する。

(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、小学校父及び中学校の管理に関し必要な事項
は、教育委員会夫雑則で定める。

(設置)
第 1条 南島原市は、学校教育法 (昭和22全戸だ獅律第26号)第 2条第 1;項の規定に基
づき、同法第 1条に定める小学校、中学校及び幼稚闇を設鑓ける。

(幼稚園の名称及び付置)
第 4条 幼稚園の名称及び位置は、別表第 3のとおりとする。

(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、小学校、中学校及び幼稚園の管理に関し必
要な事項は、教育委員会夫斑則で定める。

別表第3( 第4条関係)

名称 位置 ー
南島原市立北有馬幼稚園 南島原市北有馬町乙462番地 1
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○南島原市立学校詣設置条例
平成18年 3月31日条例第71号

改正
平成21年10月 5日条例第27号
平成24年12月25日条例第30号
平成25年12月25日条例第56号
平成26年12月24日条例第24号
平成27年12月21日条例第29号
平成31年 3月28日条例第40号

南島原市立学校輯双掛遣そ条、例
(設置)

第 1条 南島原市は、学校教育法 (昭和22全科癌律第26号)第 2条第 1項の規定に基づき、同法
第 1条に定める小学宅交及び中学校を設受置÷する。
(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第 1のとおりとする。
(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、小学校及び中学校の管理に関し必要な事項は、教育委
員会捌則で定める。

附 則
この条例は、平成18年 3月31日から施行する。

附 則 (平成21年10月 5日条例第27号)
この条例は、平成22年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成24年12月25日条例第30号)
この条例は、平成25年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成25年12月25日条例第56号)
この条例は、平成26年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成26年12月24日条例第24号)
この条例は、平成27年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成27年12月21日条例第29号)
この条例は、平成28年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成31年3月28日条例第40号)
この条例は、平成33年 4月 1日から施行する。

別表第 1僕納2条関雛刻

名称 位置

南島原市立深字DJ・学校 南島原市深江町丁3168番地

南島原市立深字DJ・学校馬場分校 南島原市深江町丙751番地
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南島原市立深江小判振幅訪分校 南島原市深江町丁5340番地

南島原市立小林 J・学校 南島原市深江町乙1080番地

南島原市立大野木場小学校 南島原市深江町戊3243番地

南島原市立布・砂J・学校 南島原市布・串町乙1676番地第 1

南島原市立飯野小学校 南島原市布津町丙2365番地

南島原市立有家小学校 南島原市有家町久保180番地

南島原市立蒲?砂J・学校 南島原市有家町蒲河164増昏地

南島原市巧差押切小学校 南島原中有家町尾上3040番地 3

南島原市立堂崎小学校 南島原市有家町大苑720番地

南島原市立西有家小学校 南島原市西有家町須訓33番地1

南島原市立有馬小学校 南島原市北有馬町丁52番地

南島原市立南有馬小学校 南島原市南有馬町乙991番地

南島原市立ロ之・砂 J・学校 南島原市口之津町丁4455番地 3

南島原市立加津佐小学校 南島原市加津佐町己3315番地 1

南島原市立野田小学校 南島原市加津佐町乙1172番地

別表第2係納 3条要雛鷺

名称 位置

南島原市立深江中学校 南島原市深江町丁3179番地

南島原市立布津中学校 南島原市布津町乙1653番地

南島原市立有家中学校 南島原市有家町山川344躍動也

南島原市立西有家中学校 南島原市西有家町須訓191番地

南島原市立北有馬中学校 南島原市北有馬町丁248番地

南島原市立南有馬中学校 南島原市南有馬町乙856番地 5

南島原市立口之津中学校 南島原市口之津町丙3476番地
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南島原市立加津佐中学校 南島原市加津佐町己3370番地



議案第 5 3号

南島原市立幼稚園一時預かり保育料徴収条例を廃止する条例について

提案理由

南島原市立北有馬幼稚園を令和 2年 3月 31 日をもって廃止するため、所要の改正
を行うもの。

令和元年 12 月 2 5日提出

南島原市教育委員会
教育長 永田 良二



南島原市立幼稚園一時預かり保育料徴収条例を廃止する条例

南島原市立幼稚園一時預かり保育料徴収条例 (平成18年南島原市条例第72号) は、

廃止する。

附 則
この条例は、令和 2年 4月 1日から施行する。



0南島原市立幼稚園一時預かり保育料徴収条例
平成18年 3月31日条例第72号

改正
平成22年12月20日条例第36号
平成27年10月 9日条例第21号
平成28年10月 7日条例第43号
平成29年 6月30日条例第19号
平成30年 8月10日条例第24号
平成30年12月25日条例第29号
令和元年 9月30日条例第11号

南島原市立幼稚園一時預かり保育料徴収条例
(目的)

第 1条 この条例は、南島原市立学校設置条例 (平成18年南島原市条例第71号) に基づき設置する南
島原市立幼稚園 (以下「幼稚園」という。) の一時預かり保育料の徴収について必要な事項を定め
ることを目的とする。
(定義)

第 2条 この条例における用語の意義は、子ども・子育て支援法 (平成24年法律第65号。以下「法」
という。) において使用する用語の例による。
(一時預かり保育料 )

第 3条 幼稚園においては、別表に定める一時預かり保育料を、保護者の労働又は疾病その他の子ど
も・子育て支援法施行規則 (平成26年内閣府令第44号)第 1条の 5に規定する事由により家庭にお
いて必要な保育を受けることが困難である者以外の者から徴収する。
(一時預かり保育料の納付方法)

第 4条 一時預かり保育料は、利用した日数に応じて、利用した翌月に納付しなければならない。
2 既に納付された一時預かり保育料は還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めたとき
は、この限 りでない。

(委任)
第 5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

回付 貝1」
(施行期日)

1 この条例は、平成18年 3月31日から施行する。
(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の幼稚園授業料等徴収条例 (昭和44年西有家町条例第
3号) 、幼稚園保育料等徴収条例 (昭和53年北有馬町条例第15号) 、幼稚園保育料等徴収条例 (昭
和48年口之津町条例第24号)又は幼稚園保育料等徴収条例 (昭和41年加津佐町条例第17号)の規定
によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみ
なす。

附 則 (平成22年12月20日条例第36号)
この条例は、平成23年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成27年10月 9日条例第21号)
(施行期日)

1 この条例は、平成28年 4月 1日から施行する。
(経過措置)

2 平成28年度分の保育料に限り、改正後の別表第 1の規定の適用については、同表中「14,100」と
あるのは 「lo,100」と、 「19,500」とあるのは 「15,500」と、 「23,100」とあるのは 「19,100」と

する。

附 則 (平成28年10月 7日条例第43号)
(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)



2 改正後の南島原市立幼稚園保育料等徴収条例の規定は、平成28年 4月分以後の保育料について適
用する。

附 則 (平成29年 6月30日条例第19号)
(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)

2 改正後の南島原市立幼稚園保育料等徴収条例の規定は、平成29年 4月分以後の保育料について適
用する。

附 則 (平成30年 8月10日条例第24号)
(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)

2 改正後の南島原市立幼稚園保育料等徴収条例の規定は、平成30年 4月分以後の保育料について適
用する。

附 則 (平成30年12月25日条例第29号)
(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)

2 改正後の南島原市立幼稚園保育料等徴収条例の規定は、平成30年 9月分以後の保育料について適
用する。

附 則 (令和元年 9月30日条例第11号)
この条例は、令和元年10月 1日から施行する。

別表 (第 3条関係)
法第19条第 1項第「号の認定を受けた小学校就学前子どもの一時預かり保育料額表

(単位 :円)

一時預かり保育料 (土曜日・長期休業中) (日額)
100



議案第 5 4号

南島原市立小・中学校処務規則の一部を改正する規則について

提案理由

令和 2年 1月 1日施行の国民の祝日に関する法律の一部改正により「体育の日」を
「スポ←ツの日」に、天皇誕生日の順位を改正するもののほか、短縮授業等について
所要の改正を行うもの。

令和元年 12 月 2 5日提出

南島原市教育委員会
教育長 永田 良二



南島原市立小・中学校処務規則の÷部を改正するヲ塊則

南島原市立小・中学校処務競り則i(平成18年南島原市教育委員会接頭り第 9号)の一部を次の

ように改正する。

第 8条を削り、第 9条を第 8条とし、第10条を第 9条とし、第11条を第10条とする。

第12条第 2項中「職員は、着任したときは、直ちに、着任届 (様式第8号) を、新採用者

にあっては、別に履歴書を」を「新採用者は、着任したときは、履歴書 (写) を」に改め、

同条を第11条とし、第13条を第12条とし、第14条から第20条までを 1条ずつ繰り上げる。

様式第3号の1を次のように改める。

程慧謬式第 3号の1僕檎4条陵雛系)小学校

年 月 篤 学年 狙 児童出席拷 学級担任氏名 ◎

番
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(別紙)

小学校児童出席簿記入の手引

1 曜日の欄は、週休日を朱書きし、その下には赤の実線を引く。

2 日曜日を授業日とした場合、「日」の字の上に「出」と黒で書き、代日の「曜日」の字の上に「代」と朱

書きする。曜日の欄の下には「00 のだめ振替」と朱書きし、余白は赤の実線を引く。

3 国民の祝日は、その名称を曜日の欄の下に朱書きし、余白は赤の実線を引く。

4 国民の祝日が日曜日に当たる場合、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日の曜日の欄

の下に「休日」と朱書きし、余目は赤の実線を引く。

5 月末の余り日は、日を表す数字の欄を含め、黒の実線を引く。

6 臨時に休業する場合、曜日の欄の下には「00 のため臨時休業」と朱書きし、余目は赤の実線を引く。

7 休業日は、休業日の名称をその最初の日の曜日の欄の下に朱書きし、余目は赤の実績を引く。休業最後

の日も曜日の欄の下に赤の実線を引き、最初の日の曜日の欄の下から最後の日の実線の下に向けて、右下が

りの斜線を引く。

8 8月は、日・曜日・氏名・本月末在籍数◆入学者数・転 (退) 学者数を記入する。

登校日は、参考のため、出欠を鉛筆書きしておく。

9 記入符号は、次のとおりとし、理由も書く。出席の場合は、空欄とする。

ハラ 斌 隙
病欠…× 事故欠…/ 忌引…≠

インフル1ソザ
停止…テ 遅刻…" 早退…ノ、

10 忌引日数は、次のとおりである。(休日は通算する。)

父母…7 日 祖父母・兄弟姉妹…3日 伯叔父母…1日 曾祖父母…1 日

ただし、遠距離の場合は、往復の日数を加算できる。

11 停止や忌引の日数は、出席・欠席いずれの日数にも入れな・。

12 欠席の理由は、備考欄に記入する。

13 転入の場合は、その日の欄に「転入」と記入し、備考欄に年月日を記入する。転入の前日までは、赤の

実績を引く。

14 転出の場合は、その日の棚に「転出」と記入し、転出先の学校の入学許可目の前日の欄に「転学」と記

入する。その間は、黒の実線を引く。転学と記入した後は、3月末まで赤の実績を引き、氏名も赤の 1本

線で抹消する。備考欄には、転学した年月日を記入する。

16 記入事項に変更があった場合は、その都塵記入する。その際、変更の場合は、赤の 1本線を引き変更す

る。誤記訂正の場合は、赤の 2本線を引き訂正印を押す。

16 担任印は、その月の終了後、完結の意味で押印する。

17 卒業学年は、卒業式の翌日から 3月 24 日まで曜日の欄の下に黒の実線を引く。

18 長期休業日
学年始休業日 4月 1 日~4 月 6 日

夏季休業日 7 月 21 日~8 月 31 日

冬季休業日 12月 26 日~1 月 7 日

学年末休業日 3月 25 日~3 月 31 日

19 国民の祝日
元日・成人の日・建国記念の日・天皇誕生日・春分の日・昭和の日・憲法記念日・みどりの日・こども

の 日 ・海の日 ・山の日・敬老の日・秋分の日 ・スポーツの日・文化の日・勤労感謝の日

その前日及び翌日が国民の祝日である日 (国民の祝日でない日に限る。) は、休日とする。この日は、曜

日の欄の下に「休日」と朱書きし、余目は赤の実線を引く。

20 不登校状態の児童の出席の処理については、学校外の施設において相談・指鋸1を受け、そのことが当該

児童の学校復帰のために適切であると校長が認める場合は、出席扱いとする。なお、この場合の出席簿の

記入は、「△」を記入する。

その後、/ 又は xと記入した日が出席扱いと認められた場合は、上に「△」を重ねて記入する。備考欄

には、出席扱いとした日数及び通所又は入所した施設名を記入する。

21 出席簿は、4月 1日から 3月 31日まで全日を記入する。

22 月末には、月末在籍数・出席日数・欠席日数等を記入する。

23 この記入要領以外の事項については、各校で統一した記入要領により記入する。

様式第3号の2を次にように改める。
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様式第3号の2悌檎4条醍雛系)中学校
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(別状)

ー 中学校生徒出席簿記入の手引 」

週休日は、教科の穏に「遇休日」と朱書きする,

日曜日を授衆目とした場合、代日の教科の縄に「週休日」と朱書きする.曜日の檀の下 (指導者

の鶴) には「00 のため振替」と朱書きする,

国民の祝日は、その名称を教科の夜に朱書きする.

国民の祝日が日曜日に当たる場合、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日の致

料の塑に「休日」と朱書きする。

月の初めと終わりの余白は、月日を表す数字の鱈を含め、黒の右下がりの実績を引く。

爺時に体票する場合、教科の穏には「00 のため臨時休業」と朱書きする,

休業日は.休業日の名称をその最初の日の教科の橘に朱書きし.その右から赤の冥捜を引く。休

業最後の日も同様にし、教科の鶴に体集日の名称を来春さする。

8月は. 日・曜日・氏名・本月末在籍汝・入学者敗・錠 (jA)学者数を記入する.

登校日は.参考のため.出欠を船三書きしておく。

記入符号は、次のとおりとし、理由も書く。出席の場合は、空櫨とする。

病欠…× 事故欠…/ 忌引…≠

停止…テ 遅窮…⑦ 早退…′、

忌引日数は、次のとおりである。(休日は通算する。)

父母…7日 祖父母・兄弟姉婦…3日 伯叔父母…1日 曾祖父母…1日

ただし.遠距離の場合は.往復の日致を加算できろ。

停止や忌引の日致は.出席・欠席いずれの日敗にも入れない。

欠席の理由は.備考滝に記入する。
転入の場合は.その日の極に「転入」と記入し、備考智に年月日を記入する。転入の前日まで

は、赤の実狼を引く。
転出の場合は、その日の褐に「続出」と記入し、1云出先の学校の入学許可目の前日の福に r婦

字」と記入する。その間は、黒の実線を引く。1云字と記入した枝豆.3月末まで赤の冥捜を引き、

氏名も赤の1本撫で抹消する。備考欄には.転学した年月日を記入する。

記入事項に変更があった場合は.その部屋記入する。その際、変更の場合は.赤のー本態を引き

変更する.腰記訂正の場合は、赤の2本糠を引き訂正印を押す。
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18 担任印は、その月の粋7後、完結の意味で押印する.

17 卒累学年は、卒累式の翌日から3月24日まで教科の間に黒の実績を引く。

18 長期体累日

学年始体崇日 4月 1日~4月 5日

夏季体莱日 7月21日~8月31日

冬季休業日 12月25日~1月 ?日

学年末休業日 3月25日~3月3ー日

19 国民の祝日

元日・成人の日・建国記念の日・天皇誕生日・春分の日・昭和の日・憲法紀念日・みどりの日.

こどもの日・海の日・山の日・致者の日・秋分の日・スポーツの日・文化の日・動労届鏡の日

その前日及び翌日が国民の祝日である日(国民の祝日でない日に限る。)は、休日とする.この

日は、教科の霞に「休日」と朱書きする.

20 不登校状態の生徒の出届の処理については、学校外の施設において相談・指導を受け、そのこ

とが当核生徒の学校復帰のために週切であると校長が認める場合は‐出席扱いとする,なお、こ

の場合の出席簿の記入は、「△」を記入する。

その後、/又はxと記入した時間が出席扱いと1Eめられた場合は、上に「△」を重ねて記入す

る。備考鶴には、出属扱いとした日敗及び連帯又は入所した施設名を記入する,

21 出席簿は、4月1日から3月31日まで全日を記入する。

22 月末には.月末在籍数・出席日敗・欠屑日汝等を記入する,

23 この記入要籾以外の事項については、各校で統一した記入要材により記入する。

様式第 7号中 「億ぎ10条度雛系)」を 「(第 9条陵雛系)」に改める。

様式第8号を削る。

附 則

このラ塊則は、令和 2年 1月 1日から施行する。

‐ 41



南島原市立小 ・中学校処務規則の一部を改正する規則 新旧対照表
旧新

　　　　　　　　
第8条 校長は、夏季≠木業日の前後において、教育課程実施に支障のない範囲で授業時
数を短副縮酎÷ることができる。ただし、その日数は、12日を超えることはできない。

2 前項の規定定により授業時数を短縮しようとする場合は、その期間を記し、教育委員
会に報告しなければならない。

(校長の所掌事ぢ動
第9条 (略)

(校長の所掌事塊
第8条 (略)

(出勤醇等)
第9条 (略)
2 ・3 (略)

(身分に異動を生じた場合の届出)
第10条 (略)

(出勤簿等)
第10条 (略)
2 ・3 (略)

(身分に異動を生じた場合の届出)
第11条 (略)

(都も(春田
第12条 (略)
2 職員は、着任したときは、直ちに、着任届 (様式第 8号) を、新採用者にあって
は、別に履歴書を5日以内に、教育長に提出し都ナればならない。
3 (略)

第11条 (略)
2 新採用者は、着任したときは、履歴書 (写) を5日以内に、教育長に提出しなけれ
ばならない。

3 (略)

(出張)
第12条 (略)
2 (略)

　　　　　　　
第13条 (略)

鰭の職い)
第14条 (略)

(出鋤
第13条 (略)
2 (略)

　　　　　　
第14条 (略)

蚊書の取扱い)
第15条 (略)
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2 (略) 2 (略)

陪の処理
第15条 (略)
2 (略)

鰭の処理
第16条 (略)
2 (略)

(電話又はロ頭役理事項の処理
第16条 (略)

(電話又はロ頭収料理事項の処理
第17条 (略)

　　　　
第17条 (略)

　　　　
第18条 (略)

(公印の取扱い)
第18条 (略)

(公印の取扱い)
第19条 (略)

(事務の引継ぎ)
第19条 (略)

(事務の引継ぎ)
第20条 (略)
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新 旧
様式第3号の1 篠;4条関係)小学校 様式第3号の1 鮮;4条度雛系)小学校

年 月 第 学年 組 児童出席休 学強担任氏名 ◎ 「r ‘- 紙 ・rq in 瀬棚密議 ?純在日決 れ ◎

泰

一 56763tot11213141516 一 92o21222324252s2728293o31

議 ; 総

日

豪

1----

1 本 男 ー L
r

な 男

2 養 女 二
「

F ?

　 　　 　 　 　　 　

　 　 　 　 　　　 　
　 　　 　 　 　　 　　

　　 　 　　 　　 　
'5 暫 :ご T .L I 精

　　 　 　 　　 　 　 　　　
　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　
ー9 1 数 1ー◆

f "
"

21 児 ゴ ー i 明
" 出 へ小 11 を著

　 　　 　　 　 　　 　　
25 L 一 g十 一 ベ ー ! ; 汁 ,- - - -L - - ‐- - - - 帆 " ‐‐‐ """ … = = … =
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新 旧

1小学校児量出席簿記入の手引1

1 曜日の禍は、週休日を朱書きし、その下には赤の実線を引く。

2 日曜日を損来日とした場合、「日」の字の上に「出」と累で書き、代日の「曜日」の字の上に「代」と朱

書きする。曜日の欄の下には「00 のため振替」と朱書きし、余白は赤の実線を引く。

a 国民の祝日は、その名称を曜日の欄の下に朱書きし‐余目は赤の実線を引く。

4 国民の祝日が日曜日に当たる場合、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日の曜日の欄

の下に「休日」と未醤きし、余目は赤の実線を引く。

6 月末の余り日は、日を表す数字の欄を含め、黒の実線を引く。

6 臨時に休業する場合、曜日の欄の下には「00 のため臨時休業」と朱書きし、余目は赤の実線を引く。

7 休業日は‐休来日の名称をその最初の日の曜日の禍の下に朱書きし、余目は赤の実線を引く。休業最後

の日も曜日の欄の下に赤の実線を引き、最初の日の曜日の滝の下から最後の日の実線の下に向けて、右下が
りの斜線を引く。

8 8月は、日・曜日・氏名・本月末在緒数・入学者数・幅 (逆) 学者数を記入する。

登校日は、参考のため、出欠を鉛筆書きしておく。

9 記入符号は、次のとおりとし、理由も書く。出席の場合は、空欄とする。

J、ラ 斌 隙
病欠…× 事故欠…/ 忌引…≠

停止…テ 遅刻…" 早退…′、

10 忌引日数は、次のとおりである。(休日は通算する。)

父母…7日 祖父母・兄弟姉妹…3日 伯叔父母…1日 曾祖父母…1 日

ただし、遠距離の場合は‐往復の日数を加算できろ。

11 停止や忌引の日数は、出席・欠席いずれの日数にも入れない。

12 欠席の理由は、備考欄に記入する。

13 1云入の場合は、その日の欄に「1れU と記入し、備考欄に年月日を記入する。1云入の前日までは、赤の
実線を引く。

14 転出の場合は、その日の欄に「転出」と記入し、1云出先の学校の入学許可日の前日の欄に「1云掌」と記

入する。その間は、累の実線を引く。転学と記入した後は、3月末まで赤の実線を引き‐氏名も赤の 1本

線で抹消する。備考欄には‐転学した年月日を記入する。

16 記入事項に変更があった場合は、その都度記入する。その際‐変更の場合は、赤の 1本線を引き変更す

る。誤記訂正の場合は、赤の 2本線を引き訂正印を押す。

16 担任印は、その月の終了後、完結の意味で押印する。

17 卒業学年は、卒業式の翌日から 3月 24日まで曜日の欄の下に累の実線を引く。

18 長期休業日

学年始休業日 4月 1日~4 月 6日

夏季休業日 7月 21 日~8 月 31 日

冬季休業日 12月 26 日~1 月 ? 日

学年末休案日 3月 25日~3 月 31日

L別紙ー

1
小学蜘 獅 “嚇

一
1 E億 1の楓は、週休ーーを米,ri:さし、その -にはがの:長森を引く.

2 11ulpllを授業" としズ:川fr、「n- の≠のー二に リーー. とり」で書き、{trlu・「-ーnlll」の字の」二に rft- と米

吉さする 。mn の綱の卜にコ
rCO

のため張替‐ヒコミ鳥さし、余白は赤め実綿を引く,

3 111氏の祝IH土、その名作を暗1」の=*ノー)下に米,1さし、余r.}ロ.(…‘′}大様を 1〈

」 Lqj(〕氾 RがF馴化nに、‘;たる場合、その tl後においてその目に放ち近い国民の枇ロでないロの=ねlnの獅

の卜に「休日」と米,'「さし、また1ほかの裏様を引く‐

5 月末の灸‘}=は、日を′ぐ「掠れ'川副を含め. 黒め実森を引く

6 臨時に体機-rる;葛浄‐曜日の欄のドには 0OLJ}ため臨時休業」と炎,1さし、余白;±労組yJJ線を引く

7 1奉呈nrl. 休業日の名称をその最初の Rの曜日の欄のドに未,穿きし、余白は赤め実線を引く.1,ド業舷後

も′)" も=“-」び」1関のドに春の夫報を引き、最初の Lーの鮎:-]の欄の下から最後のuの夫報の下に向けて.右下が
1」の斜報を引く-

a s ia工 !ー・唖 [1・氏名・本月木花階数・八・着信【・‐IEご退) :ゞ着牧を記人′rる-

怯1al は、参考のため、出火を≦,汁 ,.Fさしておく

9 武人謬り11、次のとゴゴリとL、理山も,ーrく‐出席の場合は、要綱とする

事故欠…/ 忌写ト-≠

停止…-テ 遅刻…① ‘rlj.盛一′・

10 忌引日数は.次げ}とおりである (‘,kr"±通算十ろ )

父母…7ーl m 父際・兄弟と赤々 1 "31] f白秋父母…1ト1 甘祖父母…1ー」

ただし、巡距舞の」号合は 辻街の日数を加算できる

11 ドン」1二や‐忌引の1」数『ユ、出席・欠席Lrドれの【1牧にも人れない.

12 欠席の理山は、備考側に記人-rる

13 転入の鳩合は、その -:-のHillこ 1転入- と,記人し、備考欄に年月日を記人一-ろ.転入の前日主では、赤の
」;*¥を引く.

lj 転出の場合ft その Rの楓に 1転出-!と記人し,転出先の掌技の人霜トザRの-IDHの網に「IEFL と叢

人十る その間は、.1.~の実緋を引く -1兵学と疋入しノこ佼は、3 月末まで木の実燦を引き、氏名もめミの 1本

様で抹消≠rう-備考綱には、桜 とした年月日を,iビ人十ろ

15 武人事項に套史 おった";令は、その都度‘人-rる.その闇、変!との鳩合代、赤の 1本線をヴ【さ変史-ト

う- -とじ&丁iEび)場合は、′ムミーリ2木像を引き訂正印を鯛トr

IG 担任印は、その iJの終了操.定義罰),賞味で押同rl‐ろ,

17 (; 声ヒコ、事業式のべ好防・ら3月 2.IR‐去で唖 Hの欄のドに黒の実線を引く

18 k19日事業ロ

ヂ年始休業H J H =1~"1 5 “

豆字体裟H T I121日~8 月 31ト1

冬季休業-」 12月 OS IJ~1 月 71J

室年末休業日 3一一2511~3 月 31H



新 旧
19 国民の祝日

元日‐成人の日・建国記念の日・天皇誕生日・春分の日・昭和の日・憲法記念日・みどりの日・こども

の日・海の日・山の日・敬老の日・秋分の日・スポーツの日・文化の日・勤労感謝の日

その前日及び翌日が国民の祝日である日 (国民の祝日でない日に限る。) は、休日とする。この日は、曜

日の欄の下に「休日」と朱書きし、余白は赤の実線を引く。

20 不登校状態の児童の出席の処理については、学校外の施股において相駁・指導を受け、そのことが当該

児童の学校復帰のために辿切であると校長が認める場合は、出席扱いとする。なお、この場合の出席簿の

記入は、「△」を記入する。
その後、/ 又は xと記入した日が出席扱いと鍔められた場合は、上に「△」を重ねて記入する。備考欄

には、出席扱いとした日数及び遇所又は入所した施設名を記入する。

21 出席簿は、4月 1日から3月 31日まで全日を記入する。

22 月末には、月末在鱈数・出席日数・欠席日数等を記入する。

23 この記〆、要領以外の事項については、各校で統一した記入要領により記入する。

19 国民の祝‘」
元H ・rーに人の「-・趣凶猛念のH ・春分の= ・={{和のF1・憲法記念 n ・みどりのn ・こどものF1・海のn ・

ロー)rl .敬老の-].秋分のn ・体育の目・文化のn ・勤労感靴の月・天Q誕生rl

そのni一目及び翌日が国民の祝"である日 (田民の祝日でないnに殴る )‘±、イ.ド11と-「ろ←この目は、1」~!

11の胴のドに〒体=」と朱書きし、金白ごま赤びγg線を引く~

20 下登校コた態の児童の出席の処理については‐学校外れ絶讃においてH」談・指導を′受け、そのことが、織

児童じγiた技視婦のために返りrぐあろと校kが認める鳩合は.出席扱いとする なお、この場合の出席簿の

証人は、1△」を能ノゞ j‐る,

その後、ノ又は×と記入した =が出席扱いと,はめられた場合は、ヒに -△ ,を重ねて記入一‐る.{瀧号欄

には.出納.扱いとLたー]欲及び通所又は人所した地,法名を記人ナる

21 出席簿は、.1月 111から3 月3111まで全Ejを叢人する

22 日本には、月末在籍数・出席 --ー敬・欠席日数罫を記入する“

23 この武ノゞ 要領以外の・臨床こっいては、各絞で後 ‐した記人慨‘故に上ト」記人-rろ23 こ

- 9-
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様式第3号の2 俳;4条関係)中学校
(薬 週)
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新
(別紙)

1 中学校生徒出席簿記入の手引 1

1 週休日は、教科の欄に「週休日」と朱書きする。

2 日曜日を授業日とした場合、代日の教科の欄に「週休日」と朱書きする。曜日の欄の下 (指導者

の欄) には 「○○のだめ振替」と朱書きする。

3 国民の祝日は、その名称を教科の欄に朱書きする。

4 国民の祝日が日曜日に当たる場合、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日の教

科の欄に「休日」と朱書きする。

5 月の初めと終わりの余目は、月日を表す数字の欄を含め、黒の右下がりの実線を引く。

6 臨時に休業する場合、教科の欄には「00 のため臨時休業」と朱書きする。

7 休業日は、休業日の名称をその最初の日の教科の欄に朱書きし、その右から赤の実線を引く。休

業最後の日も同様にし、教科の欄に休業日の名称を朱書きする。

8 8月は、 日 ・曜 日 ・氏名 ・本 月末在籍数 ◆入学者数 ・転 (退 ) 学者数 を記入す る。

登校日は、参考のため、出欠を鉛筆書きしておく。

9 記入符号は、次のとおりとし、理由も書く。出席の場合は、空欄とする。

′、, 1t 激

病欠…× 事故欠…/ 忌引…≠

インフルエンザ

停止…テ 遅刻…の 早退…i、

lo 忌引日数は、次のとおりである。(休日は通算する。)

父母…7日 祖父母 ・兄弟姉妹…3日 伯叔父母…1日 曾祖父母…1日

ただし、遠距離の場合は、往復の日数を加算できる。

11 停止や忌引の日数は、出席 ・欠席いずれの日数にも入れない。

12 欠席の理由は、備考欄に記入する。

13 転入の場合は、その日の欄に 「転入」と記入し、備考欄に年月日を記入する。転入の前日まで

は、赤 の実線 を引 く。

14 続出の場合は、その日の欄に「転出」と記入し、転出先の学校の入学許可日の前日の欄に「転

学」と記入する。その間は、黒の実線を引く。転学と記入した後は、 3月末まで赤の実線を引き、

氏名も赤の 1本線で抹消する。備考欄には、転学した年月日を記入する。

15 記入事項に変更があった場合は、その都度記入する。その際、変更の場合は、赤の 1本線を引き

変更する。誤記訂正の場合は、赤の2本線を引き訂正印を押す。

中学校生徒出席簿記入の手引
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16 担任印は、その月の終了後、完結の意味で押印する。

17 卒業学年は、卒業式の翌日から3月24日まで教科の欄に黒の実線を引く。

18 長期休業日

学年始休業日 4月 1日~4 月 5日

夏季休業日 7月21日~8 月 31日

冬季休業日 12月 25日~1 月 ?日

学年末休業日 3月25日~3 月 31日

19 国民の祝日

元 日 ・成人の 日 ・建 国記念 の 日 ・天皇誕生 日・春分 の 日・昭和 の 日 ・憲法記念 日 ◆み ど りの 日 ・

こどもの 日 ・海 の日 ・山の 日 ・敬老 の 日 ・秋分 の 日 ・スポーツの 日 ・文化 の 日 ・勤労感謝の 日

その前日及び翌日が国民の祝日である日 (国民の祝日でない日に限る。) は一休日とする。この

日は一教科の欄に 「休日」と朱春さする。

20 不登校状態の生徒の出席の処理については、学校外の施設において相談 ・指導を受け~ そのこ

とが当該生徒の学校復帰のために適切であると校長が認める場合は、出席扱いとする。なお、こ

の場合の出席簿の記入は、「△」を記入する。

その後、/ 又は x と記入した時間が出席扱いと認められた場合は、上に「△」を重ねて記入す

る。備考欄には、出席扱 ・とした日数及び通所又は入所した施設名を記入する。

21 出席簿は、4月 1日から3月31日まで全日を記入する。

22 月末には、月末在籍数 ・出席日数 ・欠席日数等を記入する。

23 この記入要領以外の事項については、各校で統一した記入要領により記入する。
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旧
(別紙)

-『 f1 中学校生徒出席薄記人の手引

1 週休 ロは、教 科の欄に 「週休 ロー と朱 書きす る

2 日曜日を授業日とした場合、代日の教科の欄に「週休日」と未蛭きする,=にR の欄の ド〔指導者

の欄 ) には 「00 のため振 替」 と米 ,!Fさ十 る‐

3 国民の祝 日 r[、その′名称を教科の欄 に米 J さ -rろ

1 1g 民の祝に1がヒ1曜 1 こ当た ろ場合、その 日後においてその 日に jtをも近 い国民の況 臼でない「1の教

科の欄 に 「休 日 - と朱書 きす る‐

5 月の初め と終わ りの余ー〕は、 月 n を 表十 玖字 の欄を含 め、 !鳥の .右下が りの実株 を 1く

6 臨時 に休業す る場・合 . 教 科の欄には r○○のため臨時休 業」 と :た,‘;きす る ,

7 {.k業「1は、休業 n の名称をその最 初の 1コの教科の =叩こ;た ,!rき し、その右 ・ら赤の実鍬 を引 く , 休

業最後の日も同様にし、教科の棚に休業日の名称を;た;IFきする

8 8月は、 Lr ・暇ーゴ・氏名 ・水 月末在籍 数 ・入学打 数 ・転 ぼ基) 学者数を記入十 ろ -

登校「"±、 参考のため、出 欠を鉛 管 # き してお く -

9 記入符 号は、次の とお Liとし、理 山 も葺く 出席の場 合は‐峯間 と十 ろ

病欠…× 事故欠…/ 忌引…≠

停止…テ 遅刻 … 0 1r‘.退・-′・

10 ,きり1日数は、次の とお りである‘ "ィくu は通 算す る J

父 母… 7ロ 祖父母 . 兄弟姉なお -3 日 ィ白叔 父母… ーu 台祖父 母… = 」

ただ し、途距離 の場合 は、往復の u 数を加算で きる

11 停 止や忌 引の ロ牧は、出席 ・欠席 いずれの 日牧に も人れ ない

12 欠席の理由は、備考網に記人す る

ー3 転 入の場 合は、その 日の棚 に 「転入 - と記人 し、備 考欄に年月 日を記人す る . 態人の前 日まで

は‐赤の実線 を引 く,

1.1 転出の場 合は、その 日の欄に ‘転出 . と,氾人 し‐転 出 先の学校の人学 Jrul 日の前 日の間に
←
転

学」 と,記人す る‐その間は、黒の実報 を引 く- 1-ぽ学 と記人 した後ごま、 3刀求までかの実務 を引き、

氏 -名 も赤の 1本線で目前.irrる , 備 考欄には、転学 した iFn 日を記 人 rrる

15 記入事項に変更があった場‐合ば、その 都度武人す る , その隙 、変更の場合 rl、赤の 1本線 を引 き

変更する‘誤記訂正の相合は、′△ミの2本藻を引き訂 iE印を押す

中学校生徒出席薄記人の手引
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旧

16 担任印は、その月の終 「後、完結の意味で押日1す る。

17 卒業学年は‐卒業式の翌 Hから3月割 1 まで教科の綱に黒の実線を引く

18 長期休業 R

学年始休業 日 ,1月 1ロ ~・1月 5「1

夏季休業 日 7月 21 日 ~8 月 31日

冬季休 業 u 12月 25Li ~1 月 7u

学年末休業 日 3月 25n ~3 月 3=1

19 Lq民-の祝 日

元 日 ・成人の 日 ・碓国記念の ロ ・春分の 日 ・昭和のト1・憲法記念 日 ・み どりの H ・こど ものト≧・

海 の u ・山の ロ .敬老の 1」・秋分の 日 ・体育の " ・文化の 日 ・勤労感謝の E--・天皇誕生 1」

その前 u 及び翌 日が国民 の祝 u である日 (国民の祝 日でない 日に限 る ,) は、休 日と‐r る この

ロは、教科の網に 「休 日 - と朱 -,IFきす る

20 不登校状態の′に徒の出席の処理については、学校外の施設において相談 ・指導を受け‐そのこ

とが 当該生徒の学校穐 .品のために遡り」である と校長が認 める川 合は、出席扱 い とす る、 なお 、 こ

の場 合の出席 簿の記 人は、「△一 を記人 -rる

その後、 / 又は ×と記 人 した時間が出席扱 い と認 め られ た場 合は、ー二に 「△ . を菰ねて記人 -r

ろ 備 考欄には、出席扱 い とした FI数及び通所又法人所 した砲 ,役名を記ノ・す る一

21 出席 部は、 .1月 1日か ら3j1 31 日まで全 日を記人す る。

22 17末には、月末花爺数 ・出席日数 ・欠席日数琴を記人する

23 この記入要領以 外の事項 については、各校 -ご統一 した記入 要領に より記入す る



様式第7号 (第9条関野係) 様式第7号 C第10条関謝系)
職員勤務報告書 年 自分 職員勤務報告書 年 自分

南島原市立 学校長 圃

職

名

氏 名

勤務し
た 日数 勤 務 し な か っ た 日 数 備考

勤

務

出

張

計

研

修

年

次

特別休暇 その他の
休 暇

職

専

免

児

休

業

部

分

休

業

欠

勤

そ
の
他匿夏

季

忌

弓

産

前

産

後

子
の
看
護

そ
の
他

公

傷

病

気

生

理

介

護

.

南島原市立 学校長 圏

職

名

氏 名

勤務し
た日数 勤 務 し な か っ た 日 数 備考

勤

務

出

張

計

研

修

年

次

特別休暇 その他の
,休 暇

職

専

免

育

児

休

業

部

分

休

業

欠

勤

そ
の
他匿夏

季

忌

弓

産

前

産

後

子
の
看
護

そ
の
他

公

傷

病

気

生

理

介

護
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新 旧
様式第8号 御等12条関係)

年 月 日

着 任 届

南島原市敏育長 様

南島原市立 学校

職・氏名 ◎

下記のとおり着任しましたのでお届けします。

記

発 令 年 月 日 年 月 日
・ーーーーーー""ーーーー"ー" "--ー一."ー→→"“ーーーーーー→ーーーー""ー-"ー【""" ←ーーーーーーーーーーー“""ーー

発令通知受領年月日 年 月 日
・ ー ー . ー ー

着 任 年 月 日 年 月 日

旧 勤 務 校
・ ー ー ー .ー ー ー ー ー

旧 住 所
.‐‐,扉"'扉雫‐"--‐‐‐“-- -, -- .--←【" ←→- -'--- "噌"--“-"- ""一層,一"一冊構輸一冊" 榊‐柚‐冊冊

新 住 所

単身
単身・家族随伴の別

随伴 (父、母、配偶者、子 人、その他 人)

上記のとおり相違ないことを証明する。

年 月 日

南島原市立 学校長 園

年 月 日

着 任 届

南島原市敏育長 様

南島原市立 学校

職・氏名 ◎

下記のとおり着任しましたのでお届けします。

記

発 令 年 月 日 年 月 日
ーーーーー""ーーーー"ー" "--ー一."ー→→"“ーーーーーー→ーーーー""ー-"ー【""" ←ーーーーーーーーーーー“""ーー

発令通知受領年月日 年 月 日
ー ー . ー ー

着 任 年 月 日 年 月 日

旧 勤 務 校
ー ー ー .ー ー ー ー ー

旧 住 所
,扉"'扉雫‐"-.‐‐‐“-- -, -- .--←【" ←→- -'--- "晴"--“-"- ""一層,一"一冊構輸一冊" 榊‐柚‐冊冊

新 住 所

単身
単身・家族随伴の別

随伴 (父、母、配偶者、子 人、その他 人)

発 令 年 月 日 年 月 日

発令通知受領年月日 年 月 日

着 任 年 月 日 年 月 日

旧 勤 務 校
ー ー ー .ー ー ー ー ー ・

旧 住 所
,扉"'扉雫‐"-.‐‐‐“-- -, -- .--←【" ←→- -'--- "晴"--“-"- ""一層,一"一冊構輸一冊" 榊‐柚・

新 住 所

単身
単身・家族随伴の別

随伴 (父、母、配偶者、子 人、その他 人)

旧 勤 務 校

旧 住 所
,扉"'扉雫‐"-.‐‐‐“-- -, -- .--←【" ←→- -'--- "晴"--“-"- ""一層,一"一冊構輸一冊" 榊‐柚・

新 住 所

単身
単身・家族随伴の別

随伴 (父、母、配偶者、子 人、その他 人)

新 住 所

単身
単身・家族随伴の別

随伴 (父、母、配偶者、子 人、その他 人)
単身・家族随伴の別

単身

随伴 (父、母、配偶者、子 人、その他 人)

上記のとおり相違ないことを証明する。

年 月 日

南島原市立 学校長 園



○南島原市立小・中学校処務禦雑則
平成18年 3月31日教育委員会拠則第9号

改正
平成18年10月31日教育委員会測則第41号
平成18年12月25日教育委員会測則第42号
平成19年 2月21日教育委員会拠則第 2号
平成20年 3月25日教育委員会捌則第 3号
平成26年1月23日教育委員会捌則第1号
平成28年3月28日教育委員会捌則第2号

南島原市立小・中≧邦交処務塊則
(目的)

第 1条 このヲ塊則は、南島原市立小鞠交及び中学校 (以下 r学校」という。)における、学校
教育法 (昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令 (昭和28年政令第
340号。以下「施行令」という。)及び学校教育法施行測貝-」(昭和22年文部省令第11号。以
下「施行〆雑則」という。)の実施並びに晴巌員の服務及び事務処理に関し、必要な事項を定め
ることを目的とする。
(備付けの需簿及びその保管)

第2条 学校においては、施行〆別則第28条の規定による表簿のほか、次の寿簿を備えなければ
ならない。

(1) 学校沿革誌
(2) 率篤正書授与台帳 (様式第1号)
(3) 教育課程度雛締綴
(4) 人事関雛系書鋼綴 (辞令写簿を含む。)
(5) 各種命令簿
(6) 公文書綴
(7) 諸願堀由書綴
(8) 校湖校舎等の図面 (配線・配管等を含む。)
(9) 日誌、諸会議綴
(10)統計資料綴
(11)職員一覧表、学校要覧等
(12)金銭にかかわる諸帳簿
(13)その他特に指定するもの

2 前項第1号及び第2号は永久保存とし、その他の表簿は、5年以上これを保管しなければ
ならない。

3 施行捌則第28条第 1項第 3号に規定する履歴書は、長崎県教育委員会の用いる様式の例に
よる。

(牽臨正書)
第3条 施行〆雑則第58条及び第79条の規定により、校長が授与する率臨正書は、様式第2号に

よる。

(出席簿の様き…◎
第4条 校長が施行〆別則第25条の規定によって作成すべき児童生徒の出席簿は、様式第 3号の

1及び第3号の2によらなければならない。ただし、長崎県小中学校職員室ネットワーク支
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援システムを導入した学校においては、当該システムによる様式によることができる。
(全課禾到修了者の報告等)

第5条 施行令第22条の規定により、校長が、学校の全課程を修了した児童生徒の氏名を南島
原市教育委員会 (以下「教育委員会」という。)に報告するときは、様式第4号によらなけ
ればならない。
(就沓糞厳密の猶予又は免除の認可申請)

第6条 施行〆雑則第34条の規定により、保護者が就避糞鰯努の猶予又は免除の認可を受けようと
するときは、就学猶予 免除)願 (様式第5号)に医師の証明書等その事由を証するに足る
書類を添え、その前年の11月末までに教育委員会に願い出なければならない。ただし、期日
以後において、その事由の生じたときは、その都度速やかに願い出なければならない。
(前条により認可を受けた児童生徒の事由消滅の届出)

第7条 就沓ョ鰯努の猶予又は免除の認可を受けた児童生徒であって、その事由が消滅したとき
は、復学届 (様式第6号)により、保護者は、その旨を速やかに教育委員会に届け出なけれ
ばならない。

(校長の所掌事卿
第8条 法第37条第4項扱」び第49条に規定する校長の校務所掌事項は、おおむね次のとおりで

ある。

(1) 所属職員の指揮監譜
(2) 教育課程の編成及び管理
(3) 校務分掌の設定
(4) 我R磯員の勤務評定に関する事項
(5) 所属職員の出張命令及び願・届の処理
(6) 勤宅交施鶴奴鑓設備等の管理
(7) 児童生徒の賞罰
(8) 学校の財務に関する事項
(9) 執行粥員の日才宿直
(10)その他校務及び遍折属職員に関する事項
(出非煽醇等)

第9条 職員が出勤したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。
2 校長は、職員の出勤、出張、休暇等の状況を出勤簿に記入し、整理、保管しなければなら
な し、。

3 校長は、毎月5日までに、その前自分の串巌員勤務報告書 (機器式第 7号)を南島原市教育長
(以下「教育長」という。)に提出するものとする。
(身分に異動を生じた場合の届出)

第lo条 串灘員は、氏名、本籍、現住所その他身分に異動を生じたときは、直ちに、校長を通じ
教育長に届け出なければならない。ただし、車珠籍又は改氏名の場合は、戸籍謄本又は抄本を
添付しなければならない。
(着任)

第11条耶巌員は、採用又は転任を命じられたときは、発辞rの日から7日以内に着任しなければ
ならない。

2 新採用者は、着任したときは、履歴書 (写)を5日以内に、教育長に提出しなければなら
なし、。
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3 やむを得ない理由により、第1項の期間内キギテ任することができないときは、校長にあっ
ては教育長、所属職員にあっては着任先の校長の承認を受けなければならない。
(出張)

第12条 出張中、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに上司の指示を受けなければな
らない。

(1) 用務地又は日程の変更をする必要があるとき。
(2) 病気その他の事故によって、執務することができないとき。
(3) 天災事変のため、旅行を糸断続することができないとき。

2 職員は、出張用務を終わって帰佼したときは、復命書により、校長に報告しなければなら
ない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。
蚊書の収受及綱胡罰

第13条 学校に到達した文書及び闘牛は、校長の指示する晴巌員が収受し、次の各号により処理
するものとする。
(1) 親展文書鱒視展文書収受簿に、親展電報鱒視展電報収受簿に封かんのまま登載し、校
長又はあて名の者に配布すること。
(2) 前号以外の文書は、校長の指示する所鵬員が開封し、文劃牛名簿に、電報にあっては、
電報収受簿に登載し、校長の閲覧に供しなければならない。
蚊書の取扱い)

第14条 校長は、閲覧銘髪、処理事項を指示して取扱者に交付するものとする。
2 取扱者が文書の交付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。
鰭の処理

第15条 文書の処理は、起案用紙にその同文及び処理案を記載し、かつ、関雛系文書を添付し、
校長の決裁を受けなければならない。ただし、事案が簡単又は定例のものは、簡便な方法で
回議することができる。

2 文書の起案に当たっては、次の事項に留意しなければならない。
(1) 努めて平易な言葉を用いること。
(2) なるべく一般にf貫用されている言葉を用いること。
(3) 努めて簡潔な言い回しを用いること。
(4) 字体を明瞭に書くこと。
(5) 字句を添削した場合は、その箇所に押印すること。
(6) 電報案は、特に簡明を主とし、略符号のあるものは、必ず用いること。
(7) 処理の要旨を説明する必要があるときは、その末尾に言胡検すること。
(8) 法規その他参照を必要とする事項は、その要旨を抜粋して、処理案の末尾に≠対寸する
こ と。

(電話又はロ頭授理事項の処理
第16条 電話又はロ頭によって受理した事項で重要と認めるものは、電話又はロ頭授理用紙に、
その要領を記載し、第14条第2号の例により処理しなければならない。
　　　　

第17条 文書の署名は、校長名又は学校名を用いる。
(公印の取扱い)

第18条 学校における公印の押印、保管等については、校長が保管者として責任をもって行わ
なければならない。
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(事務の引継ぎ)
第19条晴巌員は、車覇壬、榊哉又は退輔競等により、その耶畿務を離れるときは、事務引継書により、
後任者又は上司の指名した者にその事務を引き継がなければならない。ただし、上司の承認
を受けた場合は、事務引継書の作成を省略し、ロ頭で引継ぎを行うことができる。

附 則
施行期日)

1 この…塊則は、平成18年 3月31日から施行する。
(経革過措置間

2 このラ塊則の施行の日の前日までに、合併前の深江町立小・中学校処断餅鍵則 (昭和52年深江
町教育委員会塊則第1号)、有家町立小、中学宅交処務歎雑則 (昭和54年有家町惨教育委員会槻則
第1号)、北有馬町立小・中学校処務歎別則 (昭和52年北有馬町教育委員会槻則第 1号)、南
有馬町立小、中学校処務歎難則 (昭和52年南有馬町教育委員会捌則第 1号)、ロ之津町立小、
中学校処務歎熟則 (昭和51年ロ之準出ー教育委員会測則第2号)又は加津佐町立小・中≦勃発処務
捌則 (昭和51年加津佐町教育委員会灘則第 1号)の規定によりなされた処彫分、手続その他の
行為は、それぞれこのヲ魂則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則 (平成18年10月31日教育委員会別則第41号)
このラ塊則は、平成19年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成18年12月25日教育委員会測則第42号)
このラ概則は、平成19年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成19年2月21日教育委員会塊則第2号)
このラ塊則は、平成19年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成20年3月25日教育委員会縄則第3号)
この規則は、平成20年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成26年1月23日教育委員会塊則第1号)
このラ塊則は、平成26年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成28年3月28日教育委員会槻則第2号)
このラ魂則は、平成28年 4月 1日から施行する。
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様式第3号の 1僕納4条度諺系)小学校
年 月 第 学年 組 児童出席箱 学級担任氏名 ◎
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(別紙)
小学校児童出席簿記入の手引

1 曜日の欄は、週休日を朱書きし、その下には赤の実線を引く。

2 日曜日を授業日とした場合、「日」の字の上に「出」と黒で書き、代日の「曜日」の字の上に「代」と朱

書きする。曜日の欄の下には「00 のため振替」と朱書きし、余白は赤の実線を引く。

3 国民の祝日は、その名称を曜日の欄の下に朱書きし、余白は赤の実績を引 く。

4 国民の祝日が日曜日に当たる場合、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日の曜日の欄

の下に「休日」と朱書きし、余白は赤の実線を引 く。

5 月末の余 り日は、日を表す数字の欄を含め、黒の実線を引く。

6 臨時に休業する場合、曜日の欄の下には「00 のため臨時休業」と朱書きし、余白は赤の実線を引く。

休業日は、休業日の名称をその最初の日の曜日の欄の下に朱書きし、余白は赤の実績を引く。休業最後

の日も曜日の欄の下に赤の実線を引き、最初の日の曜日の欄の下から最後の日の実績の下に向けて、右下が
りの斜線を引く。

8 8月は、日・曜日・氏名・本月末在籍数・入学者数・転 (退) 学者数を記入する。

登校日は、参考のため、出欠を鉛筆書きしておく。

9 記入符号は、次のとおりとし、理由も書く。出席の場合は、空欄とする。

　 　
事故欠…/ 忌引…≠

ハラ
病欠…×

インフルエンザ
停止…テ 遅刻…⑦ 早退 …ノ、

10 忌引 日数は、次のとおりである。(休日は通算する。)

父母…7 日 祖父母・兄弟姉妹…3日 伯叔父母…1日 曾祖父母…1 日

ただし、遠距離の場合は、往復の日数を加算できる。

11 停止や忌引の日数は、出席・欠席いずれの日数にも入れない。

12 欠席の理由は、備考欄に記入する。

13 転入の場合は、その日の欄に「転入」と記入し、備考欄に年月日を記入する。転入の前日までは、赤の

実線を引く。

14 転出の場合は、その日の欄に「続出」と記入し、転出先の学校の入学許可日の前日の欄に「転学」と記

入する。その間は、黒の実線を引く。転学と記入した後は、3月末まで赤の実線を引き、氏名も赤の 1本

線で抹消する。備考欄には、転学した年月日を記入する。

16 記入事項に変更があった場合は、その都度記入する。その際、変更の場合は、赤の 1本線を引き変更す

る。誤記訂正の場合は、赤の 2本線を引き訂正印を押す。

16 担任印は、その月の終了後、完結の意味で押印する。

17 卒業学年は、卒業式の翌日から3月 24日まで曜日の欄の下に黒の実線を引く。

18 長期休業日
学年始休業日 4月 1日~4 月 5日
夏季休業日 7 月 21 日~8 月 31 日

冬季休業日 12月 25日~1 月 7日

学年末休業日 3月 25日~3 月 31日

19 国民の祝日
元日・成人の日◆建国記念の日・天皇誕生日・春分の日・昭和の日・憲法記念日・みどりの日・こども

の 日 ・海の 日 ・山の日 ・敬老 の日 ・秋分の 日 ・スポーツの日 ・文 化の 日 ・勤労感謝の 日

その前日及び翌日が国民の祝日である日 (国民の祝日でない日に限る。) は、休日とする。この日は、曜

日の欄の下に「休日」と朱書きし、余白は赤の実線を引く。
20 不登校状態の児童の出席の処理については、学校外の施設において相談・指導を受け、そのことが当該

児童の学校復帰のために適切であると校長が認める場合は、出席扱いとする。なお、この場合の出席簿の

記入は、「△」を記入する。

その後、/又は xと記入した日が出席扱いと認められた場合は、上に「△」を重ねて記入する。備考欄

には、出席扱いとした日数及び通所又は入所した施設名を記入する。
21 出席簿は、 4月 1日から 3月 31 日まで全日を記入する。

22 月末には、月末在籍数・出席日数・欠席日数等を記入する。

23 この記入要領以外の事項については、各校で統一した記入要領により記入する。
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様式第3号の2簾納4条襲雛系)中学校
(弟 週)
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一三計』 I 2 3 4 5 6睡

TT ll T TT TT T
ーーーーーー ーーー L 11ーー

I
2
3
4
5
B TT TT
7
8
9
IID
I11
I12
13
14
I15
I16 ll
I17
ーー8
I19
0 「 II TT TT TT TT T
I ー ーー ー i ー ーー ーー ー
22
23
24

月 日 (本〉 月 日 (金) 月 日 (±)

偏

者

月投票日故 日

襲千
活

I 2 3 4 5 B磨窯I 2 3 4 5 B用一軍
港 TT12 3 4 5 8 停

止
欠
席日
故
南
中

出
; 男 ′第

ーーl ーーーー ナ
日
執
墓引

日
数

′コ
ヨ
ヨ

ー

女

計

男-

学
年

入
字女者
教計 ラr文TT TT TT TT TT TT

I写.-i′′

; 名
↓
′

TT TT TT II TT =-
ロ

";
二
′′

禽
愈

一" @i

男

1女

出
II ーー 「 II席
ーー I ーー ーー ーー湊

数計

[へ↑ん?「ん「んrr 「へT~r「んrr 「へ↑んr「[ん↑↑「~γ~r「んんんんんんんんT「へ「へ↑~r「ん↑~んん~ん~い
111 l i l i l l l l l l l‘1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 11 1 1
= 1f l11111 = { - = -11 -1 - 111 11111 ー1
1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 11 1 1
ー1IH I II III I= 1111111 - 111 1111111
1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1l i l
「T T I I - - TTTTTT - - - - - - - - - - - - - - T「T T「
1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 11 1 1
- -■- -- -- --1■1■--■■- -= --- -■--■=
1 1 l i l l l l l l l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 11 1 1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1

48 = 11111111I T T I I I - 111 l f 1111111111 1
49 ・1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 ー1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]
50 -■11 ー1111 ー11111111 ー1 = 111111 ー1111
51 r 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 '11111111111
52 = = T T T I - - - - - - T = = = i T T T T「T I T T T「

i 11111111111111111111 - 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1
1 - 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1

55 r ー1111111111111 章1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 11 1 I

(別紙)

1 中学侠生徒出席簿記入の手引 1

週休日は、致料の質に「週休日」と朱書きする.

日曜日を授業日とした場合、代日の教科の額に「週休日」と朱書きする。曜日の榎の下 (指導者

の将) には「00 のため据替」と朱書きする。

国民の祝日は、その名称を教科の額に朱書きする.

国民の祝日が日曜日に当たる場合、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日の致

料の割に「休日」と朱書きする。

月の初めと終わりの余白は、月日を表す汝字の摺を含め、黒の右下がりの実線を引く。

臨時に休業する場合、牧料の竃には「00 のため臨時休業」と朱書きする。

休業日は、休業日の名称をその最初の日の教科の糟に朱書きし、その古から赤の実線を引く。休

業最後の日も同様にし、教科の閏に休業日の名称を朱書きする.

8月は、日・曜日・氏名・本月末在籍致・入学者敦・1云(j旦)学者致を記入する.

登校日は、参考のため、出欠を鉛筆書さしておく.

記入符号は、次のとおりとし.理由も書く.出席の場合は.空将とする。

　　 　 　
病欠…× 事故欠…/ 忌引…≠

インフルヱンザ
停止…テ 遅刻…の 卓越…ノ、

0 忌引日数は、次のとおりである。〈休日は通算する.)

父母…?日 祖父母・兄弟姉妹…3日 伯叔父母…1日 曾祖父母…1日

ただし、遠距離の場合は、往復の日数を加算できろ。

1 停止や忌引の日敢は、出席◆欠席いずれの日数にも入れない。

2 欠席の理由は.備考額に記入する。

3 転入の場合は. その日の霊に「転入」と記入し、備考穏に年月日を記入する。転入の前日まで

は、赤の冥捜を引く。

4 転出の場合は、その日の鐘に「続出」と記入し、転出先の学校の入学許可日の前日の袖に「転

学」と記入する。その間は、県の冥捜を引く。1云学と記入した後は、3月末まで赤の実績を引き、

氏名も赤の1本線で休損する。債老視には、転学した年月日を記入する.

5 記入事項に変更があった場合は、その都度記入する。その際、変更の場合は、赤の1本穣を引き

変更する。路記訂正の場合は.赤の2本輸を引き訂正印を押す。
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16 担任印は、その月の終了役、完階の意味で押印する。

17 卒集学年は、卒票式の翌日から3月24日まで教科の檀に黒の実親を引く,

18 長期休業日

学年始休業日 4月 1日~4月 5日

夏季休業日 7月21日~8月31日

冬季休衆目 12月25日~1月 7日

学年末休業日 3月25日~3月31日

18 国民の祝日

元日・成人の日・建国記念の日・天皇誕生日・春分の日・昭和の日・憲法記念日・みどりの日・

こどもの日・海の日・山の日・敢老の日・秋分の日・スポーツの日・文化の日・iD労感謝の日

その前日及び翌日が国民の祝日である日 (国民の祝日でない日に頼る.〉は.休日とする。この

日は、教科の穏に「休日」と朱書きする。

20 不登校状態の生徒の出席の処理については、学校外の施設において相談・指導を受け. そのこ

とが当該生徒の学校復帰のために適切であると校長が認める場合は.出席扱いとする。なお、こ

の場合の出席簿の記入は、「△」を記入する.

その後、/又はxと記入した時間が出席扱いと認められた場合は、上に「△」を重ねて記入す

る。備考刊には、出席扱いとした日数及び濃所又は入所した施設名を記入するo

21 出席簿は、4月1日から3月31日まで全日を記入する。

22 月末には.月末柱婚故・出席日故・欠席日数等を記入する。

23 この記入要領以外の事項については、各校で技一した記入要領により記入する。

様式第4号僕炊5条関係)

年 度 卒 業 者 軸 昔

年 月 日

南島原市教育委員会

教育長 様

学校長 園

卒業者 計 人

勇 人

女 人

〔卒業証書授与年月日 年 月 日)

氏 名 ‐性別 生年月日 保護者氏名 続柄 現 住 所 備 考
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様式第5号館檎6条関雛系)

南島原市教育委員会 様

保護者氏名 ◎

就 学 猶 予 ( 免 除 ) 廟

下記について就学猶予 (免除)を受けたいので,別板診断書を添えてお願いいたしま
す。

巽童 +生薯 保護者氏名

学 年
住 所

生 年 月 日

猶予 (免除)
理 由

児 童 生 徒
と の 続 柄

猶 予 期 間 目 年 月 日
室 年 月 日

備 考

様式第6号簾胎7条関雛系)

南島原市教育委員会 様

保護者氏名 ◎

復 学 属

下記のとおり復学させたいので、お届けいたします。

1 児童 (生徒)氏名
2 生年月日
3 就学猶予 (免除) の始期
4 就学猶予 (免除) の理由
5 添付書類 診断書写し
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様式第7号係納9条関係)

職員勤務報告書 年 自分

南島原市立 学校長 圏

職

名

氏 名

勤務し
た日数 勤 務 L. な か っ た 日 数 備考

勤

務

出

張

計

研

修

年

次

特別休暇 その他の
休 暇

職

専

免

育

児

休

業

部

分

休

業

欠

勤

そ
の
他

〔麗夏

季

忌

弓

産

前

産

後

子
の‐
看
護

そ
の
他

公

傷

病

気

生

理

介

護
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議案第 5 5号

南島原市歴史民俗資料館条例施行規則の一部を改正する規則について

提案理由

南島原市口之津港ターミナルビル 2階に新設する資料館及び条例に定めのある南島
原市口之津歴史民俗資料館に関し、所要の改正を行うもの。

令和元年 12 月 2 5日提出

南島原市教育委員会
教育長 永田 良二



南島原市歴史民俗資料館条例施行薪U則の÷音Bを改正するヲ塊貝IJ

南島原市歴史民俗資料館条例施行薪現リ(平成18年南島原市教育委員会薪興」第35号)の-

部を次のように改正する。

第 1条中「第 7条」を「第10条」に改める。

第3条の見出し中「観覧の時間」を「開館時間」に改め、同条第1項中「観覧時間」を

「開館時間」に、「午前 9時から午後 5時まで」を「次のとおり」に改め、同項に次の各

号を加える。

(1)南島原市北有馬歴史民俗資料館 午前9時から午後5時まで

(2) 南島原市ロ之津歴史民俗資料館 (南島原市口之津歴史民俗資料館多目的ホールを

除く。) 午前9時から午後5時まで

(3) 南島原市口之津歴史民俗資料館多目的ホール (以下「多目的ホール」という。)

午前9時から午後10時まで

(4) 南島原市口之津歴史民俗資料館分漁官 午前9時から午後5時まで

第 3条第 2項に次の 1号を加える。

(3) 南島原市口之津歴史民俗資料館分離官 毎週月曜日及び毎年12月29日から翌年 1月

3日まで

第3条第3項中「観覧時間」を「開館時間」に改める。

第4条各号列記以外の部分中「入館者」を「資料館に入館しようとする者 (以下「入館

者」という。) 」に改める。

第 7条を第13条とし、第 6条の次に次の6条を加える。

(利用の申請)

第 7条 多目的ホールを利用しようとする者 (以下 甲」用者」という。)は、南島原市口

之津歴史民俗資料館多目的ホーノ舜-」用許可申請書 (様式第 1号)を教育委員会に提出し、

その許可を受けなければならない。

2 多目的ホール利用の申込みは、利用しようとする前月の 1日から利用前日までの期間

内にしなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この

限りでない。

(利用期間の制限)
第 8条 多目的ホールの利用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教

育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
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(利用の許可)

第 9条 教育委員会は、多目的ホールの利用を許可したときは、南島原市口之津歴史民俗

資料館多目的ホーノ舜-」用許可書 (様式第2号)を利用者に交付する。

ひ＼館料の免除)

第10条 条例第4条第1項ただし書の規定により、入館料を免除する場合は、次のとおり

とする。

(1) 市又は教育委員会と共催の行事で利用するとき。

(2)市内公共団体が利用するとき。

(3)社会福祉団体が利用するとき。

(4)社会教育接詐系団体が利用するとき。

(5) 国又は地方公共団体が利用するとき。

(6) 国公立の学校又は学校法人が設立した私立の学校が利用するとき。

(7) 市内の幼稚園、保育園又は認定こども園が利用するとき。

(8) 学習上観覧する本市の区域の小学校、中学校及び高等学校の児童及び生徒が入館

するとき。

(9) 資料の出品者が入館するとき。

(10)案内者又は団体の引率者が入館するとき。

(11)その他教育委員会が特に必要と認めるとき。

(使用料の免除)

第11条 条例第 7条第 2項ただし書の規定により、使用料を免除する場合は、次のとおり

とする。

(1) 市又は教育委員会と共催の行事で利用するとき。

(2) 市内公共団体が利用するとき。

(3)社会福祉団体が利用するとき。

(4)社会教育陵雛系団体が利用するとき。

(5) 国又は地方公共団体が利用するとき。

(6) 国公立の学校又は学校法人が設立した私立の学校が利用するとき。

(7) 市内の保育園、幼稚園又は認定こども園が利用するとき。

(8) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。

(使用料の還付)
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第12条 条例第8条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、南島原市

口之津歴史民俗資料館多目的ホーノメ吏用料還付申請書 (様式第3号)を市長に提出しな

ければならない。

附則の次に次の3様式を加える。
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様式第1号 (第7条関係)

年 月 日

南島原市口之津歴史民俗資料館多目的ホール利用許可申請書

南島原市教育委員会 様

申請者 住所

氏名

電話番号 ( )

南島原市口之津歴史民俗資料館多目的ホールの利用を下記により申請します。

なお、利用にあたっては関係条例十規則等を遵守します。

利用団体名 代表者名

利 用 目的 1利用者数 1 人
利 用 室 名 南島原市口之津歴史民俗資料館多目的ホール

利 用 日時

月

日 日 日 日 日 時 分~ 時 分

日 日 日 日 日 時 分~ 時 分

日 日 日 日 日 時 分~ 時 分

使 用 料

有料 十免除

(理由

時間 回数 単価 小計 合計

時間 回 円 円

円

備 考 受付者

※ 太線内は記入しないこと。

免除理由

(1) 市又は教育員会と共催の行事

(2) 市内公共団体及び社会福祉団体又は社会教育関係団体が利用

(3) 国又は地方公共団体が利用

(4) 国公立の学校又は学校法人が設立した私立の学校が利用

(5) 市内の幼稚園、保育園又は認定こども園が利用

(6) その他
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様式第2号 (第9条醍聡系)
(本人控え)

年 月 日

南島原市口之津歴史民俗資料館多目的ホール利用許可書

申請者 様

申請者 住所
氏名

電話番号 ( )

年 月 日付 申請の南島原市口之津歴史民俗資料館多目的ホールの利用について、下記のとおり

許可します。なお、利用にあたっては下記の利用条件を遵守するとともに教育委員会 (職員鞠 の指示に従っ

て くださし・。

利用団体名 代表者名
利 用 目的 利用者数 ‘ 人

利用室名 南島原市口之津歴史民俗資料館多目的ホール

利 用 日時

月

日 日 日 日 日 時 分~ 時 分

日 日 日 日 日 時 分~ 時 分

日 日 日 日 日 時 分~ 時 分

使 用 料

有料 ◆免除

(理由

時間 回数 単価 小言十 合計
時間 回 円 円

円

備 考 受付者

《利用条件}}
(1) 利用団体の責任者は、利用者の指導十監督など一切の責任を持つこと。

(2) 利用の許可を受けていない設備等を利用しないこと。

(3) 所定の場所以外での飲食はしないこと。

(4) 喫煙又は火器を使用しないこと。

(5) ごみ (缶、ビン等)は持ち帰ること。

(6) 許可を受けないで壁、柱等に張り紙十釘打ち等をしないこと。

(7) 利用が終わったときは、後片付けを行うこと。

(8) 利用を取り消すときは、速やかに教育委員会へ届け出ること。

※利用条件に違反があった場合は、今後の利用を禁止する場合があります。
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様式第3号 (第12条関雛系)
南島原市口之津歴史民俗資料館多目的ホール使用料還付申請書

年 月 日

南島原市長 様

申請者 住所
団体名
代表者氏名 ⑩

電話

南島原市歴史民俗資料館条例施行規則の規定に基づき、下記により使用料を還付くださるよう申請しまず。

記

1 利用予 定年月 日 年 月 日

2 納 付 年 月 日 年 月 日

3 利用を取り止めた施設

4 利用を取り止めた理由

振
込
先

金融機関名 支店名 種別 口座番号 口座名義

銀行
農協

並
日
当

※欄は、記入しないで〈ださし・。

※ 既納の使用料 円
※ 還 付 額 円

附 則
このラ魂則は、令和元年 月 日から施行する。
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南島原市歴史民俗資料館条例施行規則の一部を改正する規則について
新 旧

(目的)
第 1条 このヌ瀬、IJは、南島原市歴史民俗資糸岨官条例 (平成18年南島原市条例第92号。以
下「条例」という。)第越釜条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とす
る。

(開負部都罰及ひ羽墳官日)
第3条 資来報官の開食餌寺間は、次のとおりとする。

(1) 南島原市北有馬歴史民俗Z獅袴瀬官 午前9時から午後5時まで
(2) 南島原市ロ之津歴史民俗資ラド蝋官 (南島原市ロ之津歴史民俗資ラド寝官多目的ホール
を除く。) 午前 9時から午後 5時まで

(3) 南島原市ロ之津歴史民俗資料館多目的ホール (以下「多目的ホール」とい
う。) 午前 9時から午後10時まで

(4) 南島原市口之津歴史民俗資料貧彰刀離宮 午前9時から午後5時まで
2 資糸頻官の休館日は、次のとおりとする。
(1)・(2)( 略)
(3) 南島原市口之津歴史民俗欝巨馨官分離官 毎週月曜日及び毎年12月29日から翌年1
月3日まで

3 前2項の規定にかかわらず、南島原市教育委員会 (以下「教育委員会」という。)
が必要と認めるときは、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館日を設け
ることができる。

　　　　　　
第4条 資糸線戴こ 館しようとする者 (以下「入館南雪」という。)は、館長又は管理員

(以下「管理者」という。)の指示に従うとともに次に掲げる事項を守らなければな
らない。

(1)~(4)( 略)

(利用の申請)
第7条 多目的ホールを利用しようとする者 (以下「利用者」という。)は、南島原市
ロ之津歴史民俗資糸雑官多目的ホーノ扉ーJ用許可申請書 嫌≦式第1号)を教育委員会に提
出し、その許可を受けなければならない。

(目的)
第 1条 このヲ瀬、-」は、南島原市歴史民俗資糸瀬官条例 (平成18年南島原市条例第92号。以
下「条例」という。)第ヱ金の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とす
る。

(観覧の時間及鋼杓館日)
第3条 資糸曜官の観覧罰寺間は、午前 9時から午後 5時までとする。

2 Z欝 E曜官の休館日は、次のとおりとする。
(1)・(2)( 略)

3 前2項の規定にかかわらず、南島原市教育委員会 (以下「教育委員会」という。)
が必要と認めるときは、観覧時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館日を設け
ることができる。

　　　　　　
第4条 入館南写は、館長又は管理員 (以下「管理者」という。) の指示に従うとともに
次に掲げる事項を守らなければならない。

(1)~(4)( 略)
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新 旧
2 多目的ホーノL市J用の申込みは、利用しようとする前月の 1日から利用前日までの期
間内にしなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、
この限りでない。

(利用期間の制限)
第 8条 多目的ホールの利用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、
教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない

(利用の許可)
第 9条 教育委員会は、多目的ホールの利用を許可したときは、南島原市口之津歴史民
俗資ョ袴蝋官多目的ホーノL示-」用許可書 (様式u第2号)を利用者に交付する。

び遠官料の免除)
第10条 条例第4条第 1項ただし書の規定定により、入館料を免除する場合は、次のとお

りとする。

(1) 市又は教育委員会と共催の行事で利用するとき。
(2) 市内公共団体力珠ーJ用するとき。
(3) 社会露出司体力珠-J用するとき。
(4) 社会教育目謝系団体力昧-J用するとき。
(5) 国又キ楚也方公共団体が利用するとき。
(6) 国公立の学校又は学校法人が設立した私立の学校が利用するとき。
(7) 市内の幼稚園、保育園又は認定こども園力珠-J用するとき。
(8) 学習上観覧する本市の区域の/J¥学校、中学校及び高等学校の児蓮汲び生徒が入
館するとき。

(9) 資…料の出品者が入館するとき。
(10) 案内者又は団体の引率者が入館するとき。
(11) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。

(使用料の免除)
第11条 条例第 7条第 2項ただし書の規定により、使用料を免除する場合は、次のとお

りとする。

(1) 市又は教育委員会と共催の行事で利用するとき。
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(2) 市内公共団体力珠ー」用するとき。
(3) 社会キ露出雪体力珠ー」用するとき
(4) 社会教育B鄭系団体力珠-」用するとき
(5) 国又は地方公共団体力珠=用するとき。
(6) 国公立の学校又は学校法人が設立した私立の学校力珠ーJ用するとき。
(7) 市内の保育園、幼稚園又は認定こども園力珠lj用するとき。
(8) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。

(使用料の還付)
第12条 条例第8条ただし書の規定により使÷用料の還付を受けようとする者は、南島原
市ロ之津歴史民俗資欝E輔官多目的ホーノメ吏用料還付申請書 (様式第3号)を市長に提出
しなければならない。

(そのf勘
第13条 (略)

(その他)
第7条 (略)
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新 旧
様式第1号 (第7条関係)

年 月 日

南島原市口之津歴史民俗資料館多目的ホール利用許可申請書

南島原市教育委員会 様

申請者 住所

氏名

電話番号 ( )

南島原市口之津歴史民俗資料館多目的ホールの利用を下記により申請します。

なお、利用にあたっては関係条例・規則等を遵守します。

利用団体名 1代謝誓名l
利 用 目 的 1利用者数 1 人
利 用 室 名 南島原市口之津歴史民俗資料館多目的ホール

利 用 日 時

月

日 日 日 日 日 時 分~ 時 分

日 日 日 日 日 時 分~ 時 分

日 日 日 日 日 時 分~ 時 分

使 用 料

有料 ・免除

(理由

時間 回数 単価 小言十 合計
時間 回 円 円

円

備 考 受付者

太線内は記入しないこと。

免除理由
(1)

α≧)

(3)

(4)

(5)

(6)

市又は教育員会と共催の行事

市内公共団体及凋土会福祉団体又はネ士会教育関係団体が利用

国又は地方公共団体が利用

国公立の学校又は学校法人が設立した私立の学校が利用

市内の幼稚園、保育園又は認定こども園が利用

その他
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新 旧
様式第2号 (第9条関係)

(本人控え)

年 月 日
南島原市口之津歴史民俗資料館多目的ホール利用許可書

申請者 様

申請者 住所
氏名
電話番号 ( )

年 月 日付 申請の南島原市口之津歴史民俗資料館多目的ホールの利用について、下記のとおり

許可します。なお、利用にあたっては下記の利用条件を遵守するとともに教育委員会 (職員‐鞠 の指示に従っ

て ください。

利用団体名 [代表者名l
利 用 目的 1利用者数 1 人
利 用 室 名 南島原市口之津歴史民俗資料館多目的ホール

利 用 日時

月

日 日 日 日 日 時 分~ 時 分

日 日 日 日 日 時 分~ 時 分

日 日 日 日 日 時 分~ 時 分

使 用 料

有料 ・免除

(理由

時間 回数 単価 小計 合計

時間 回 円 円

円

備 考 受付者

《利用条件}}
(1) 利用団体の責任者は、利用者の指導・監督など一切の責任を持つこと。

(2) 利用の許可を受けていない設備等を利用しないこと。

(3) 所定の場所以外での飲食はしないこと。

(4) 喫煙又は火器を使用しないこと。

(5) ごみ (缶、ビン等) は持ち帰ること。

(6) 許可を受けないで壁、柱等に張り紙・釘打ち等をしないこと。

(7) 利用が終わったときは、後片付けを行うこと。

(8) 利用を取り消すときは、速やかに教育委員会へ届け出ること。

※利用条件に違反があった場合は、今後の利用を禁止する場合があります。
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新 旧
様式第3号 億き12条B謝系)

南島原市口之津歴史民俗資料館多目的ホール使用料還付申請書

年 月 日

南島原市長 様

申請者 住所

団体名

代表者氏名 ⑩

電話

南島原市歴史民俗資料館未例施行規則の規定に基づき、下記により使用料を還付くださるよう申請します。

記

1 利用予 定年 月 日 年 月 日

2 納 付 年 月 日 年 月 日

3 利用を取り止めた施設

4 利用を取り止めた理由

振 金融機関名 支店名 種別 口座番号 口座名義

込 銀行 普
先 農協 当

※欄は、記入しないでください。

※ 既納の使用料 円

※ 還 付 額 円

1 利用予 定年 月 日 年 月 日

2 納 付 年 月 日 年 月 日

3 利用を取り止めた施設

4 利用を取り止めた理由

振
込
先

金融機関名 支店名 種別 口座番号 口座名義

銀行
農協

並
日
当

※ 既納の使用料 円

※ 還 付 額 円

〔提出理由〕
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0南島原市歴史民俗資料館条例施行捌則
平成18年 3月31日教育委員会塊則第35号

南島原市歴史民俗資料館条例施行ョ雑則
(目的)

第 1条 このヲ塊則は、南島原市歴史民俗資来報官条例 (平成18年南島原市条例第92号。以下「条
例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的と÷する。
(事業)

第2条 南島原市歴史民俗資料館 (以下「資料館」という。)は、次の事業を行う。
(1)鍾欝…頼官の資料の収集分類に関すること。
(2) 資料の展示及び保存に関すること。
(3) 資料館主催事業の計画及び実施に関すること。
(4) 展示用資料のf昔受け及び賞出しに関すること。
(5) 資料館の維持に関すること。
(6) 収集した資料の調査研究に関すること。
(7) その他運軍営上必要な事項
(開負部寺間及び休館日)

第3条 資料館の開負部寺間は、次のとおりとする。
(1) 南島原市北有馬歴史民俗資料館 午前9時から午後5時まで
(2) 南島原市口之津歴史民俗資料館 (南島原市口之津歴史民俗資料館多目的ホールを除
く。) 午前 9時から午後5時まで

(3) 南島原市口之津歴史民俗資料館多目的ホール (以下「多目的ホール」という。) 午
前 9時から午後10時まで
(4) 南島原市口之津歴史民俗資料館分離官午前9時から午後5時まで

2 資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 南島原市北有馬歴史民俗資糸輔官 毎週土曜日、日曜日及塀兄祭日並びに毎年12月29日
から翌年 1月 3日まで

(2) 南島原市口之津歴史民俗資料館 毎週月曜日及び毎年12月29日から翌年 1月3日まで
(3) 南島原市口之津歴史民俗資料館分漁官 毎週月曜日及び毎年12月29日から翌年 1月 3日
まで

3 前 2項の規定にかかわらず、南島原市教育委員会 (以下「教育委員会」という。)が必要
と認めるときは、開負部寺間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができ
る。

ひ強官者の遵守事卿
第4条 資料館に入館しようとする者 (以下「入館醇誉」という。)は、館長又は管理員 (以下
「管理者」という。)の指節云に従うとともに次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示品に手を触れないこと。
(2) 資料館内で、インク、墨野十類を使用しないこと。
(3) 資料館内で、喫煙又国歌食をしないこと。
(4) 他の入館者の妨げになる行為をしないこと。
(管理者の義務)

第5条 管理者は、次に掲げる業務に専念する義務を負い、その状況を日報として別に定める
様式により、教育委員会に報告しなければならない。
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(1) 開館中における展示資料の監諸児
(2) 入館者の笥晦汲び保存資料の状態の記録
(3) 防災及び盗難の防止
(4) 資料館内外の清掃
(5) その他管理上必要な事項
じ入館料)

第6条 条例第4条第1項に規定する入館料を徴収するため入館券を発行する。
ほリ用の申請)

第7条 多目的ホールを利用しようとする者 (以下「利用者」という。)は、南島原市ロ之津
歴史民俗資料館多目的ホール利用許可申請書 (様式第 1号)を教育委員会に提出し、その許
可を受けなければならない。
2 多目的ホーノ扉-J用の申込みは、利用しようとする前月の1日から利用前日までの期間内に
しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでな
し、。

(利用期間の制限)
第 8条 多目的ホールの利用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育委
員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)
第9条 教育委員会は、多目的ホールの利用を許可したときは、南島原市ロ之津歴史民俗資料
館多目的ホーノ扉ーi用許可書 (様式第2号)を利用者に交付する。
ひ＼館料の免除)

第10条 条例第4条第 1項ただし書の規定により、入館料を免除する場合は、次のとおりとす
る。

(1) 市又は教育委員会と共催の行事で利用するとき。
(2) 市内公共団体が利用するとき。
(3) 社会福祉団体が利用するとき。
(4) 社会教育醍雛系団体が利用するとき。
(5) 国又は地方公共団体が利用するとき。
(6) 国公立の学校又は学校法人が設立した私立の学校が利用するとき。
(7) 市内の幼稚園、保育園又;垢認定こども園が利用するとき。
(8) 学習上観覧する本市の区域の小学校、中学宅交及び高等学校の児童及び生徒が入館する
とき。

(9) 資料の出品者が入館するとき。
(10)案内者又は団体の引率者が入館するとき。
(11)その他教育委員会が特に必要と認めるとき。
(使用料の免除)

第11条 条例第7条第 2項ただし書の規定により、使用料を免除する場合は、次のとおりとす
る。

(1) 市又は教育委員会と共催の行事で利用するとき。
(2) 市内公共団体が利用するとき。
(3) 社会福祉団体が利用するとき。
(4) 社会教育関雛系団体が利用するとき。
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(5) 国又は地方公共団体が利用するとき。
(6) 国公立の学校又は学校法人が設立した私立の学校が利用するとき。
(7) 市内の保育園、幼稚園又は認定こども園が利用するとき。
(8) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。
g吏用料の還付)

第12条 条例第8条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、南島原市口之
津歴史民俗資料館多目的ホーノ巧吏用料還付申請書 (様式第3号)を市長に提出しなければな
らない。

(その他)
第13条 このヲ塊則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則
碗瀞刊期日)

1 このラ魂則は、平成18年 3月31日から施行する。

(経塞過措置)
2 このヲ塊則の施行の日の前日までに、合併前の北有馬町歴史民俗資料館の設置及び管理等に
関する条例施行測則 (平成17年北有馬町塊則第4号)又は口之津町歴史民俗資料館の設置及
び管理に関する条例施行捌則 (平成8年口之津町ふ教育委員会捌則第8号)の規定によりなさ
れた処煽分、手続その他の行為は、それぞれこのラ塊則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式第 1号係納7条関係)
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年 月 日
南島原市口之津歴史民俗資料館多目的ホール利用許可申請書

南島原市教育委員会 様

申請者 住所
氏名

電話番号 ( )

南島原市口之津歴史民俗資料館多目的ホールの利用を下記により申請します。

なお、利用にあたっては関係条例◆規則等を遵守します。

利用団体名 1代表者名l
利 用 目的 利用者数 1 人

利 用 室 名 南島原市口之津歴史民俗資料館多目的ホール

利 用 日時

月

日 日 日 日 日 時 分~ 時 分

日 日 日 日 日 時 分~ 時 分

日 日 日 日 日 時 分~ 時 分

使 用 料

有料 ・免除

(理由

時間 回数 単価 小計 合計

時間 回 円 円

円

備 考 受付者

※ 太糠内は記入しないこと。

免除理由

(1) 市又は教育員会と共催の行事

(2) 市内公共団体及び社会福祉団体;又は社会致劃関係団体が利用
(3) 国又は地方公共団体が利用

(4) 国公立の学校又は学校法人が設立した私立の学校が利用

(5) 市内の幼稚園、保育園又は認定こども園が利用

(6) その他

様式第2号 (第9条関雛系)
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(本人控え)
年 月 日

南島原市口之津歴史民俗資料館多目的ホール利用許可書

申請者 様

申請者 住所
氏名

電話番号 ( )

年 月 日付 申請の南島原市口之津歴史民俗資料館多目的ホールの利用について、下記のとおり

許可します。なお、利用にあたっては下記の利用条件を遵守するとともに教育委員会 (職員鞠 の指示に従っ

て ください。

利用団体名 代表著名
利 用 目的 利用者数 1 人
利 用 室 名 南島原市口之津歴史民俗資料館多目的ホール

利 用 日時

月

日 日 日 日 日 時 分~ 時 分

日 日 日 日 日 時 分~ 時 分

日 日 日 日 日 時 分~ 時 分

使 用 料

有料 ・免除

(理由

時間 回数 単価 小言十 合計
時間 回 円 円

円

備 考 受付者

《利用条件》
(1) 利用団体の責任者は、利用者の指導・監督など一切の責任を持つこと。

(2) 利用の許可を受けていない設備等を利用しないこと。

(3) 所定の場所以外での飲食はしないこと。

(4) 喫煙又は火器を使用しないこと。

(5) ごみ (缶、ビン等)は持ち帰ること。

(6) 許可を受けないで壁、柱等に張り紙十釘打ち等をしないこと。

(7) 利用が終わったときは、後片付けを行うこと。

(8) 利用を取り消すときは、速やかに教育委員会へ届け出ること。

※利用条件に違反があった場合は、今後の利用を禁止する場合があります。

様式第3号係炊12条関雛系)
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南島原市口之津歴史民俗資料館多目的ホール使用料還付申請書

年 月 日

南島原市長 様

申請者 住所
団体名
代表者氏名 ⑩
電話

南島原市歴史民俗資料館条例施行規則の規定に基づき、下記により使用料を還付くださるよう申請しまず。

1 利 用予定年 月 日 年 月 日
2 納 付 年 月 日 年 月 日

3 利用を取り止めた施設

4 利用を取り止めた理由

振
込
先

金融機関名 支店名 種別 口座番号 口座名義

銀行
農協

並
日
当

※欄は、記入しないでください。

※ 既納の使用料 円

※ 還 付 額 円
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